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岩手教育情報交流ネット（いわて交流ネット）管理運営要綱(案)

（趣旨）

第１条 この要綱は、岩手の学校における校務の情報化を支援するために設置する「岩手

教育情報交流ネット」（以下、「いわて交流ネット」という）の管理運営に関して必要な

事項を定める。

（利用者）

第２条 いわて交流ネットの利用者（以下、「利用者」という）は、次の各号に掲げる学

校及び機関とする。

(1) 岩手県立の学校

(2) 岩手県内の市町村立教育委員会が所轄する学校

(3) 岩手県教育委員会事務局及び岩手県内の市町村教育委員会事務局

(4) その他、申請により利用が許可された機関

（提供システム）

第３条 いわて交流ネットは、次の各号に掲げるシステムを提供する。

(1) 利用者間の情報交流システム

(2) 研修情報の共有システム

(3) その他、必要とするシステム

２ 提供するシステムの運用時間は、原則として終日とする。

（統括管理者）

第４条 いわて交流ネットの統括的な管理を行うために、いわて交流ネット統括管理者（以

下、「統括管理者」という）を置く。

２ 統括管理者は、岩手県立総合教育センター所長をもって充てる。

（統括管理者の職務）

第５条 統括管理者は、次に掲げる事項を統括管理する。

(1) いわて交流ネットの運用方針の決定に関すること。

(2) いわて交流ネットの運用方法の承認に関すること。

（管理者）

第６条 いわて交流ネットの適正な管理運営を図るために、いわて交流ネット管理者（以

下、「管理者」という）を置く。

２ 管理者は、岩手県立総合教育センター情報教育担当主任研修指導主事をもって充てる。

（管理者の職務）

第７条 管理者は、次の各号に掲げる事項を管理する。

(1) いわて交流ネットの管理運営に係る指導に関すること。
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(2) いわて交流ネットの安定運用及び整備充実に関すること。

(3) いわて交流ネットの利用者情報の管理及び ID・パスワードの交付に関すること。

(4) いわて交流ネットの危機管理及び障害復旧に関すること。

(5) その他、いわて交流ネットに関し、必要と認められること。

（運用担当者）

第８条 いわて交流ネットのシステム設計・保守管理及び安定運用を行うために、いわて

交流ネット運用担当者（以下、「運用担当者」という）を置く。

２ 運用担当者は、以下の４名で構成する。

(1) システム保守管理（情報教育担当主任研修指導主事および情報教育担当研修指導主

事 1 名）

(2) 基礎情報の収集・調査および利用内容の検討調整（企画調査担当主任研修指導主事

および企画調査担当研修指導主事 1 名）

（利用規程）

第９条 利用者は、別に定める「岩手教育情報交流ネット利用規程」（以下、「利用規程」

という）を遵守しなければならない。

２ 第２条(4)により、利用を申請する場合、利用規程に定める申請書を統括管理者に提

出し、許可を得なければならない。

（利用責任者及び利用担当者）

第１０条 利用者のいわて交流ネットの適正な利用を図るため、利用責任者及び利用担当

者を設ける。

２ 利用責任者は、校長又は副校長をもって充てる。

３ 利用担当者は、利用者の職員の中から利用責任者が選任する。

４ 利用担当者は、利用責任者の指示を受け、いわて交流ネットの有効活用に努めるもの

とする。

（報告）

第１１条 統括管理者は、必要に応じ、いわて交流ネットの利用状況について利用責任者

に報告を求めることができる。

（利用停止等）

第１２条 統括管理者は、いわて交流ネットの整備、点検を行うとき又はこの要綱に違反

していると認められたときは、いわて交流ネットの一部又は全部の使用を停止、又は中止

させることができる。

（補則）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、いわて交流ネットの管理運営に必要な事項は、

統括管理者が別に定める。
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附 則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
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岩手教育情報交流ネット（いわて交流ネット）利用規程(案)

第１条 (本規程の目的と範囲及び変更)

この規程は、岩手教育情報交流ネット管理運営要綱（以下、「要綱」という）第９条に基

づき、岩手教育情報交流ネット（以下、「いわて交流ネット」という）の利用に関して必

要な事項を定めるものである。

２ 要綱第２条に定める利用者は、いわて交流ネットの利用にあたり、本規程を遵守する

とともに、別に定める利用マニュアルを参照して、円滑な利用を図るものとする。

なお、要綱第２条(4)及び第９条の２により、利用を申請する者は、「岩手教育情報交流

ネット利用申請書」（様式第１号）を統括管理者に提出し、許可を得なければならない。

３ いわて交流ネットは、利用者の承諾を得ることなく必要に応じて本規程を変更するこ

とができるものとする。

なお、他に定めがない限りは、本規程の変更はいわて交流ネット上に掲載された時に効力

を生じるものとする。

第２条 (IDの利用)

１ 利用者は、利用者ごとに発行されたID及びパスワード（以下、「ID等」という）を用

いて、いわて交流ネットに接続するものとする。

２ 利用者は、利用者の責任において、ID等を管理しなければならない。

３ 利用者は、ID等を当該利用者に所属する関係職員（以下、「職員」という）以外の第

三者に利用させることはできない。

４ 利用者は、ID等の盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を統

括管理者に連絡しなければならない。

５ 統括管理者は、ID等の利用の誤りや前項に掲げた不正使用、さらには漏洩、盗難等に

より損害が生じても一切の責任は負わないものとする。

６ ID等の有効期間は、原則として当該年度１年間とする。

第３条(情報の活用)

利用者は、適宜、提供される情報を確認し、掲載されている内容を職員に周知徹底するこ

と。

２ 利用者は、いわて交流ネットを校務に活用し、情報の共有、事務の効率化に努めるこ

と。

第４条(情報の取扱)

職員は、いわて交流ネット上の情報を、校務以外に利用してはならない。また、これらの

情報を職員以外の第三者に漏洩してはならない。

２ 職員は、いかなる場合でも、登録された情報を管理者に無断で削除・変更してはなら

ない。
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第５条(情報の管理)

管理者は、いわて交流ネット上の情報を常に確認し、効果的な活用を促進するために、利

用者に対して適切な指導・助言を行うものとする。

２ 管理者は、以下の利用が認められる場合は、その権限において情報の変更・削除等を

行うことができる。

(1) 公序良俗に反する記載があった場合

(2) 個人のプライバシーに関する掲載があった場合

(3) 利用者の操作ミスがあり、その操作を利用者自身が修復・改善できない場合

(4) 一定期間の掲載、保管期間が過ぎた場合

(5) この規程に違反した内容である場合

(6) その他、統括管理者が変更・削除を指示した場合

第６条(IDの抹消)

統括管理者は、利用者が以下に該当すると判断した場合、利用者に事前に通知することな

く当該利用者に交付したIDを抹消または無効にすることができるものとする。

(1) 本規程に違反する行為を行った場合

(2) その他、ID等の使用に関して不適切と統括管理者が判断した場合

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
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（利用規程第１条の２により利用申請する場合）

（様式第１号）

平成 年 月 日

岩手教育情報交流ネット利用申請書

岩手県立総合教育センター所長 様

申請者 職

氏名

岩手教育情報交流ネット管理運営要綱第２条及び利用規程第１条の２により、岩手教育

情報交流ネットの利用を申請します。

なお、利用を許可された場合は、同要綱及び利用規程を遵守します。

また、許可の事由が消滅した場合は、速やかに利用停止届（様式第２号）を届出ること

とします。

記

１ 利用開始希望日 平成 年 月 日

２ 学 校 名

３ 学校所在地等

郵 便 番 号

住 所

電 話 番 号

F A X 番 号

代表 E - M a i l

４ 担 当 者 職名 氏名

E-Mail

５ 利 用 の 事 由



（様式第２号）

平成 年 月 日

岩手教育情報交流ネット利用停止届

岩手県立総合教育センター所長 様

申請者 職

氏名

岩手教育情報交流ネット管理運営要綱第２条及び利用規程第１条の２により許可され

た、岩手教育情報交流ネットの利用を停止したいので届出ます。

記

１ 利用停止希望日 平成 年 月 日

２ 学 校 名

３ 学校所在地等

郵 便 番 号

住 所

電 話 番 号

F A X 番 号

代表 E-Mail

４ 利 用 担 当 者 職名 氏名

E-Mail



「岩手教育情報交流ネット」利用マニュアル（学校用）

研修講座申込方法（岩手教育情報交流ネットから）研修講座申込方法（岩手教育情報交流ネットから）
①「岩手教育情報交流ネット」

で研修講座の申込受付を行って

おります

「パスワード紛

失」の操作はし

ないでください

・ID、パスワードを忘れた方は、こちらに問い合わせください

0198-27-2254、 is-kanri@center.iwate-ed.jp

・「ログインできない」場合にはアドレスがhttpsであることを確認願います

https://www.iwate-school.jp/common/

③ログインすると「メニュー」が表示されます

④研修講座の申込はここから行ってください

⑤実施要項はこちらからダウ

ンロードしてください

①

②

③ ④

⑤

②平成21年４月に各学校にお知

らせした ID、パスワードでログ

インしてください
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